
受 付 日 令和６年８月１６日（金）

要 旨 都道のトンネル内について

内 容
（意見）

都道のトンネル内でもカーラジオが聴けるようにして欲しい。

回 答 日 令和６年８月2２日（木）

回 答

村から道路管理者に照会し、下記のとおり回答を得ました。

「トンネル内のラジオ機能は、非常用施設という扱いになりま

す。非常用施設の設置は、トンネルの等級により決まってお

り、村内のトンネルは非常用施設の設置基準を満たしていない

ため、設置を行う予定はございません。

　引き続き、皆様に安全かつ安心して利用いただけるよう適切

な管理をおこなってまいります。」

村民の声対応状況（令和６年８月①）


